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学校の防災対策・防災教育 

 

１ 学校の防災対策について（災害対策に関するもの） 

(1) 学校安全計画（別紙１） 

学校保健安全法第２７条の規定に基づき、各学校で毎年度策定する。 

(2) 危機管理マニュアル（別紙２） 

学校保健安全法第２９条の規定に基づき、各学校で策定する。 

(3) 令和元年度避難訓練等の実施計画 

本年度において各学校で実施を計画している訓練は下表のとおり 

 火災・地震（津波） 風水害・引き渡し 

小 学 校 35校（100％） 27校（77.1％） 

中 学 校 18校（100％） 0校（ 0.0％） 

〈実効性のある避難訓練〉 

ア 休憩時間など児童生徒が分散している時間帯に実施 

イ 児童生徒に予告なしで実施 

ウ 複合災害への対応（地震⇒津波など） 

２ 学校の防災教育について 

児童生徒の発達段階に応じて、授業や学級活動における防災教育が行われている。 

前掲『学校安全計画（別紙１）』参照 

（参考：安全教育の目標） 

小 学 校 

安全に行動することの大切さや、「生活安全」「交通安全」「災害安

全」に関する様々な危険の要因や事故等の防止について理解し、日常生

活における安全の状況を判断し進んで安全な行動ができるようにすると

ともに、周りの人の安全にも配慮できるようにする。また、簡単な応急

手当ができるようにする。 

中 学 校 

地域の安全の課題を踏まえ、交通事故や犯罪等の実情、災害発生のメカ

ニズムの基礎や様々な地域の災害事例、日常の備えや災害時の助け合い

の大切さを理解し、日常生活における危険を予測し自他の安全のために

主体的に行動できるようにするとともに、地域の安全にも貢献できるよ

うにする。また、心肺蘇生等の応急手当ができるようにする。 

（『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（文部科学省）』平成31年改訂より抜粋） 

 

３ 課題 

地域の特質に応じた防災対策を講じるため、地域住民、関係機関等との情報共有及び連

携・協力体制の構築、並びに実践的な研修などが必要である。 
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